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2009 年中、ドイツ国内税法に影響を与える複数の欧州裁判所の判決

が下されました。2010 年 4月 8 日に公布された税務上の EU基準及び

その他の税務上の規定の法制化に関する法律により、特に、EU 判決

に伴い必要となった税務上の是正がなされています。同法は、とりわけ

ECセールスリストに関して以下の新規定を設けています。 

 

 

適用時期 

EC セールスリストに関しては 2010 年 1月 1 日と 2010 年 7 月 1日と 2

つの期日に留意が必要です。EC セールスリストについては既に 2010

年 1 月 1 日以降適用される改正税法により変更がなされ、申告対象が

VAT 法第 3a 条第 2 項にいうところの事業者間の役務の提供にまで拡

大されています。2010 年 7 月 1 日以降については申告期間及び当該

申告期間に申告すべき役務の期間的帰属についての変更がなされま

す。いずれの領域についても規定が厳格化されています。 

 

 

2010年 7月 1日から ECセールス  

リストに関する規定が変更になります 
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ＥＵ域内供給にかかわるＥＣセールスリスト 

 

財貨の EU 域内供給取引及び VAT 法第 25b 条第 2 項にいう EU 域

内三角取引に関わる EC セールスリストは今後月次ベース（2010 年 6

月 30 日までは四半期ベース）で提出されねばなりません。各申告月

においては、当該月に請求書が発行されたすべての EU 域内供給及

び EU 域内三角取引について、あるいは、遅くとも財貨の供給の行わ

れた月の翌月の申告の中で申告されねばなりません。 

 

EC セールスリストは各申告月の翌月 25 日までに提出されねばなりま

せん。従来の規定では EC セールスリストは四半期末の翌月 10 日ま

でが申告期限となっていました。 

 

 

VＡＴ法 第 3a条 第 2項にいうその他の役務 

 

EC セールスリストの申告期間が財貨の EU 域内供給に関わる申告期

間とその他の役務に関わる申告期間とに二元化されています。VAT

法第 3a 条第 2 項にいうところのその他の役務に関わる EC セールス

リストの提出は原則的に四半期ベースとされます。 しかしながら、納

税者が財貨の EU域内供給を行い、これにより月次申告を義務付けら

れている場合に限り、当該納税者はその他の役務に関する申告を各

四半期の最終月の（月次）EC セールスリストに含めねばなりません。

あるいは、VAT 法第 3a 条第 2 項にいうところのその他の役務につい

ても財貨の EU 域内供給と同じく月次申告に含めることが認められま

すが、この場合は連邦中央税務庁にこれを通知せねばなりません。

通知手続きの詳細については連邦財務省通達の作成が予告されて

います。 

 

申告期間の二元化は各申告期間への役務の帰属のために引き続き

必要とされます。VAT 法第 3a 条第 2 項にいうところのその他の役務

は、財貨の EU域内供給と異なり、請求書の発行とは関係なく常に、こ

れが提供された（原則的に四半期ベースの）申告期間に含まれねば

なりません。 

 

財貨の EU 域内供給と同様、その他の役務提供に関わる EC セール

スリストも各（原則的に四半期ベースの）申告期間終了の翌月 25 日ま

でに提出されねばなりません。従来の規定では、EC セールスリストの

提出期限は四半期末の翌月 10日までとされていました。 
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少額売上事業者に対する例外規定 

 

少額売上事業者に対しては月次申告期限の例外が適用されます。EU

域内供給取引及び EU 域内三角取引の算定基準額の合計が、当該

四半期または直近 4 四半期のいずれにおいてもそれぞれ 50,000 ユ

ーロ以下である場合には、EC セールスリストを四半期末の翌月 25 日

までに提出することが認められます。 

 

四半期の途中で 50,000 ユーロの上限額を超過した場合、事業者は、

当該月及び場合によっては当該四半期中既に終了した月について

EC セールスリストを超過月の翌月 25 日までに提出する義務を負い

ます。 

 

経過規定として、2010 年 7 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までの間

については上限額が 100,000 ユーロとされ、50,000 ユーロの上限額

は 2012年 1月 1日以降の適用となります。 

 

例外規定の対象となる事業者は、月次 EC セールスリストの提出を選

択できます。通知手続きの詳細については連邦財務省通達の作成が

予告されています。 

 

 

申告期限延長制度の廃止 

 

期限延長申請により申告期限を 1 ヶ月延長する可能性は廃止されて

います。代わって、原則的な提出期限が各月または各四半期末の翌

月 10日から 25日に延長されています。尚、月次／四半期 VAT申告

書の提出期限の 1 ヶ月延長は引き続き有効です。 

 

 

ＥＣ セールスリストの修正期間 

 

事業者が事後的に、提出済みの EC セールスリストが正確でないまた

は完全でないことを認識した場合、（従来の 3 ヶ月に代わって）1 ヶ月

以内に修正が行われねばなりません。 

 

 

ＥＣ セールスリストに関する改正規定の施行日 

 

上記の変更の根拠となる改正 VAT 法 第 18a 条は 2010 年 7 月 1 日

に施行されます。 
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